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第　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

身延町水道事業管理者（身延町長）　　　　　　　印

給水停止処分執行通知書

　　　　　　年　　月　　日付　　　　　第号で通知しましたとおり、期限までに下記の未納水道料を納入していただけませんでしたので、水道法第15条第3項及び身延町水道給水条例第39条の規定により、本日給水停止を執行しましたので通知いたします。

記
1．給水停止日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　（　）
2．給水場所　　　　　　　　　　　 身延町
3．未納水道料金　　　　　　　　　　　　　　　　　円
4．納入場所　　　　　　①納付書に記載の出納取扱金融機関・収納取扱金融機関
　　　　　　　　　　　 ②身延町役場会計課・上下水道課・身延支所・下部支所
5．問い合わせ先　　　　身延町役場 上下水道課 水道業務担当
　　　　　　　　　　　　中富浄化センター　　0556-42-4811
◎注意
（1）上記未納水道料金が納付されるまで、停水の解除は行いません。
（2）停水のため損害を生じることがあっても、身延町はその責任を負いません。
（3）未納金を納入しないで無断で使用した場合は、水道条例第44条により罰則規定が適用　
されますので、ご注意下さい。
（4）未納金を納入する場合は、ご連絡下さい。
※休日及び平日午後5時以降にお支払いされた場合は、翌営業日に停水の解除を行いますので、ご承知おき下さい。
